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４計画の基本的な考え方 

４-１計画の構成 

 本計画は、「基本理念」「基本目標」「施策の方向」「個別施策」により構成されます。 

それぞれの定義については、下記にて詳述します。 

 

図表 1 計画の構成 

 

４-２基本理念・基本目標・施策の方向・個別施策 

４-２-１基本理念 

 「基本理念」とは、本町の障がい福祉施策に関する基本的な考え方であり、本計画の推進

を通じて理想とすべきまちの姿を示したものです。 

 前回計画においては、「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」「障がい者の社

会への参加、参画」などの考え方に基づき、基本理念を「地域で支え育てあう うまんちゅ

魂のやえせ」としていました。 

 本計画においては、前回計画の基本理念の考え方を継承しつつ、障がいのある・なしに関

わらず、同じ地域に暮らす住民同士の共感や支え合いを強調する観点から、基本理念を下記

の通り定めます。 

基本理念：「うまんちゅの魂が結び合うまち 八重瀬」 
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４-２-２基本目標 

 「基本目標」とは、基本理念を踏まえて定めるもので、本計画の計画期間内（3~6年程度

＝障害福祉計画:3年、障害者計画：6年）において達成すべき目標としての意味合いをもち

ます。 

 本計画においては、前計画の趣旨を踏まえ、下記の通り基本目標を定めます。 

 

 基本目標 1 汗水で築こう地域のきずな 

 基本目標２ 地域で支えよう彩りのある暮らし 

 基本目標３ 暮らし続けよう住み慣れた地域で 

 

４-２-３施策の方向 

 「施策の方向」とは、「基本理念」「基本目標」のもと、個別具体的な施策について分野

ごとに施策展開の方向性を示すものです。 

 本計画においては、基本目標ごとに下記の施策の方向性を定めます 

 基本目標 1 汗水で築こう地域のきずな 

  （障がい者福祉への意識啓発・教育等 

  （地域ネットワーク構築、情報提供等） 

 

 基本目標２ 地域で支えよう彩りのある暮らし 

  （就労、余暇、交流等、社会参画等） 

  （障がいのある子の保育・療育、教育等） 

 

 基本目標３ 暮らし続けよう住み慣れた地域で 

  （障害の予防、早期発見等保健・医療、生活支援・住環境整備等） 

  （障害福祉サービス：障がい福祉計画） 

４-２-４個別施策 

 「個別施策」とは、「施策の方向」にしたがって、より具体的な取り組みを示したもので

す。 

 

 



 

４-３施策の体系 

 

基本理念  

うまんちゅの魂が 

結び合うまち  

八重瀬 

基本目標１ 

汗水で築こう 

地域のきずな 

施策の方向１ 

（意識啓発・福祉教育）   

○個別施策 

１）広報活動の充実 
２）福祉制度・サービスの説明会等、障がい者支援制度に関する情報提供の強化 
３）障がい者への虐待防止の推進 
４）学校での人権及び福祉学習の充実 
５）生涯教育等における福祉人材の育成 
６）町立学校への福祉ネットワーク拠点の設置  
 

施策の方向２ 

（地域ネットワーク構築、 

防災・防犯、情報提供） 

○個別施策 

１）地域ワーカーとの連携による相談支援体制の強化 
２）安全ネットワークの確立 
３）緊急通報システムの利用促進 
４）バリアフリーマップの作成・配布 
 

基本目標２ 

地域で支えよう 

彩りのある暮らし 

施策の方向３ 

（就労、余暇、交流等 

社会参画） 

○個別施策 

１）雇用促進・就労訓練等に関する情報の提供 
２）町役場及び公的機関等での雇用・優先発注の促進 
３）民間事業所への雇用・障がい者団体等の商品・サービス購入要請 
４）就労支援事業所の支援と活用 
５）障がい者交流・情報入手活用の場の確保 
６）地域活動への参加促進 
７）障がいのある人の情報へのアクセス手段の確保 
 

施策の方向４ 

（障がいのある子の 

保育・療育、教育） 

○個別施策 
１）障がい児保育及び療育の充実 
２）就学指導体制の強化 
３）教職員の校内研修等の拡充 
４）学校施設等のバリアフリー化 
５）地域活動への参加機会の拡充 
６）放課後等デイサービス等の周知 
７）親子通園事業等、通所サービス充実の検討 
 

 

 

 

 

基本目標３ 

暮らし続けよう 

住み慣れた地域で 

 施策の方向５ 

（保健・医療・福祉） 

○個別施策 
１）町民の健康づくり推進 
２）母子保健事業の推進と検診等の機会の活用 
３）心の健康に関する相談支援 
４）重度心身障害者（児）医療費助成制度の活用 
５）小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業の活用 
６）難病者等日常生活用具給付事業の活用 
７）進行性筋萎縮症者療養等給付事業の活用 
８）障がいのある人の健康管理支援方策の検討 
 

 

施策の方向6 

（生活支援・住環境） 

○個別施策 

１）基幹相談支援センターの設置等相談体制の充実 
２）専門相談員の確保 
３）各種障がい者支援制度に関する情報提供の強化 
４）生活窮迫時の支援制度の周知 
５）重度視覚障がい者の同行援護等の活用 
６）障がい者の権利擁護の推進 
７）障がいのある人の自動車使用の支援 
８）障がいのある人の自動車使用の支援 
９）公共施設等のバリアフリー化促進 
10）公営住宅への入居促進・町営住宅のバリアフリー化促進 
11）一般住宅のバリアフリー化の促進 
12）グループホーム・ケアホーム利用への助成 

施策の方向７ 

（障害福祉サービス：障がい福祉計画） 


